
  

船橋市建設工事入札参加業者資格審査基準 

（目的） 

第１条 この審査基準は、入札参加者の資格等を定める公告（以下「公告」という。）に

定める資格審査の方法等の基準を定めるものとする。 

（資格審査） 

第２条 適格性に関する審査は、入札参加資格審査を申請する者（以下「申請者」とい

う。）について、入札参加資格審査申請書及び添付書類（以下「申請書類」という。）

並びにその他の資料に基づき行うものとする。 

２ 申請者が、次のいずれかに該当するときは不適格とする。 

 ⑴ 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。 

 ⑵ 申請書類中の重要な事項について、故意に虚偽の事項を記載したとき。 

 ⑶ 船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱に定める別表第１の措置要件に該当するとき。 

３ 申請者が、次のいずれかに該当する事実があったと認められるときは不適格とするこ

とができる。 

 ⑴ 公告に定める有資格者名簿への登載日前３年以内に、地方自治法施行令第１６７条

の４第２項に該当すると認められるとき。 

 ⑵ 経営状況が著しく不健全であると認められるとき。 

（施工能力審査） 

第３条 施工能力に関する審査については、建設工事に関する申請者について、申請書類

及びその他の関係資料等を基礎として客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出

する方法により行うものとする。ただし、随時申請業者については、主観的事項を審査

から除外する。 

２ 既に有資格者となった者で、新たに業種の追加を申請した場合、追加した業種につい

て主観的事項を審査から除外する。 

（点数計算による審査） 

第４条 客観的事項に対する付与点数（以下「客観点数」という。）は、建設業法第２７

条の２３及び同法第２７条の２９に規定する経営事項審査の総合評定値によるものとす

る。 

２ 主観的事項に対する付与点数（以下「主観点数」という。）は、別に定める「船橋市

建設工事入札参加業者資格審査基準の主観点数に係る算出基準」に基づき算出するもの

とする。 

（建設工事に関する有資格者の等級別格付） 

第５条 建設工事に関する有資格者については、等級別格付は、総合点数（客観点数＋主

観点数）に基づき別表第１により行うものとする。 

（名簿の作成） 

第６条 前条の規定により等級の格付をした有資格者については、建設工事入札参加有資

格者名簿を作成するものとする。 



  

２ 測量・コンサルタントに関する有資格者については、測量・コンサルタント入札参加

有資格者名簿を作成するものとする。 

（名簿の公表） 

第７条 前条に規定する入札参加有資格者名簿は、契約を主管する課及び船橋市入札・契

約事務運用マニュアルにて指定する閲覧場所において公表するものとする。 

   附 則 

１ この基準は、平成７年４月１日より施行する。 

２ 船橋市建設工事入札参加資格審査基準要綱（昭和４０年７月１日施行）は、廃止する。 

   附 則 

 この基準は、平成９年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１１年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１３年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１５年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１６年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１７年４月１日より施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成１９年４月１日より施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２０年４月１日より施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２３年４月１日より施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２８年４月１日より施行する。 

附 則 

 この基準は、令和元年５月１日より施行する。 

附 則 

１ この基準は、令和５年６月１日より施行する。 

２ この基準は、令和６年度以降の入札参加有資格者名簿への登載に係る入札参加資格審

査申請から適用し、令和５年度以前の入札参加有資格者名簿への登載に係る入札参加資

格審査申請については、なお従前の例による。 



  

別表第１ 有資格者の等級別格付 

 

  種別 

 

等級 

土木一式工事 

建築一式工事 

 

そ の 他 

 

Ａ  ８５０点以上  ８００点以上 

Ｂ 
 ８５０点未満 

７５０点以上 

 ８００点未満 

  ７００点以上 

Ｃ 
 ７５０点未満 

  ６５０点以上 

 ７００点未満 

  ６００点以上 

Ｄ  ６５０点未満  ６００点未満 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


